
御坊市奨学金返還支援助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、若者の就労初期における経済的負担を軽減することにより御 

坊市（以下「市」という。）内の定住人口の増加を図ることを目的に、奨学金の

返還者に対し、予算の範囲内において御坊市奨学金返還支援助成金（以下「助成

金」という。）を交付することについて、御坊市補助金等交付規則（昭和５３年

規則第２２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると 

ころによる。 

⑴ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、大学院、

短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）又は専門職大学をいう。 

⑵ 就業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

 ア １週間の所定労働時間が３０時間以上で継続して雇われており、かつ、翌

年度以降も継続して同じ事業所に勤務する意思を有している者 

 イ 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、１週間の労働時間

が３０時間以上の者 

⑶ 定住 助成金の交付申請後、５年以上住むことを前提に市内に住所を有し、

生活の本拠地とすることをいう。 

（助成対象となる奨学金） 

第３条 助成金の交付対象となる奨学金（以下「奨学金」という。）は、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）第１４条第１

項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金 

⑵ 和歌山県修学奨励金貸与条例（平成１４年和歌山県条例第３７号）第３条に

規定する修学奨励金 

⑶ その他市長が認める貸与型奨学金 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 



 ⑴ 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者 

 ⑵ 大学等に進学した者で、第６条第１項に規定する認定申請を行う日の属する

年度の末日時点において満３０歳未満の者 

 ⑶ 就業者である者（産前産後休業又は育児休業を取得中の者を含む。） 

 ⑷ 定住している者 

 ⑸ 市税及び前条に規定する奨学金の返還を滞納していない者 

 ⑹ 令和８年４月１日以後に奨学金の返還を始めた者 

 ⑺ 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者 

 ⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の対象 

者としない。 

 ⑴ 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者（臨時的任用職員、会計

年度任用職員等（正職員の給料表の適用を受ける者）を含む。） 

 ⑵ 独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等に正規に雇用されている

者 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、次のとおりとする。 

⑴ 助成金の交付を受けようとする年度の前年度の１月から同年の１２月まで

（以下「対象期間」という。）の奨学金の返還額の合計額に２分の１を乗じた

額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

⑵ 前号の返還額は、繰上償還分を含むものとし、延滞（振替不能によるものを

含む。）による返還額の増額分は含まないものとする。 

⑶ 助成金の上限額は、１の年度において１２万円とし、１人当たりの交付累計

額は、６０万円を限度とする。 

（助成金の交付対象者の認定） 

第６条 この助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助

成金の交付を受けようとする年度の４月１日から翌年の１月１０日までの間に、

御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて市長に申請し、認定を受けなければならない。ただし、第１号及び



第２号に規定する書類は、２回目以降の申請において、直近の申請時から変更が

ない場合には省略することができる。 

 ⑴ 大学等が発行する卒業を証明する書類 

 ⑵ 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類 

 ⑶ 勤務先、就労状況等を証する書類 

 ⑷ その他市長が特に必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、認定する

ことが適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定通知書

（様式第２号。以下「認定通知」という。）により、認定することが不適当と認

めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者不認定通知書（様式第３号）

により、申請者に通知するものとする。 

（認定申請事項の変更及び承認） 

第７条 前条第２項による認定通知を受けた者（以下「助成認定者」という。）は、

その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに御坊市奨学金返還支援助成

金交付対象者認定変更申請書（様式第４号）に、当該変更に係る書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認する

ことが適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更承認

通知書（様式第５号）により、承認することが不適当と認めた場合は御坊市奨学

金返還支援助成金交付対象者認定変更不承認通知書（様式第６号）により、助成

認定者に通知するものとする。 

（助成金の交付申請） 

第８条 助成認定者は、助成金の交付について、第６条第２項の規定による認定を

受けた日の属する年度の３月末までに御坊市奨学金返還支援助成金交付申請書

（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 対象期間に返還した奨学金の額を証する書類の写し 

⑵ 市税を滞納していないことを証明する書類 

⑶ 住民票の写し（発行後３か月以内のものに限る。） 

⑷ 誓約書兼納税状況等調査同意書（様式第８号） 

⑸ その他市長が特に必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金



の交付の可否を決定し、御坊市奨学金返還支援助成金交付決定通知書（様式第９

号。以下「交付決定通知」という。）又は御坊市奨学金返還支援助成金不交付決

定通知書（様式第１０号）により、助成認定者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第９条 前条第２項による交付決定通知を受けた者（以下「助成対象者」という。）

は、速やかに御坊市奨学金返還支援助成金交付請求書（様式第１１号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の 

交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

⑴ 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑵ その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、御坊市奨学金返

還支援助成金交付決定取消通知書（様式第１２号）により、助成対象者に通知す

るものとする。 

 （助成金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金を交付しているときは、御坊市奨学金返還支援助成金返還命令書（様

式第１３号）により、助成金の返還を命ずることができるものとする。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


